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 １   新しい行政評価制度 

１◆制度の目的・・・「現場主体」の品質改善と、「市民起点」の情報発信 

新しい行政評価制度は、平成１８年７月３１日幹部会にて承認され、行政評価制

度実施要綱が改正されました。これは第４次総合計画の開始に伴い改正されたもの

です。この運用マニュアルに従い以下の内容で平成１８年度から平成２７年度の１０

年間の施策ならびに事務事業の進行管理を行います。そこで、始めに制度の目的

を確認しておきます。 

本市の行政評価制度は、全体的に見ると予算編成等とのリンクを図っていくよう

に行政経営的な観点から制度設計されていますが、第一義的な制度の目的はあく

までも、予算や人員など行政資源を配分するといった管理する側のツールではなく、

現場における「自己管理のツール」としています。 

つまり、この制度の活用の主体は、施策、事務事業の各担当課（施設等）といえま

す。市民サービスの最前線で日々の業務の質を具体的に改善し続け、その過程を

客観情報とともに責任を持って市民に説明する有効な手段として機能させていくこ

とを目的としているのです。 

 

 

 

＊ 行政評価は、各職場のなかでこそ“使える”道具なのです。 

4



 
豊明市行政評価制度 
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（１）行政評価制度が目指すもの 

本市の行政環境は、今後しばらく人口は緩やかに増加するものの、所得人口の

減少が進み、高齢化対応を始めとした経常的経費の増加により、受益と負担のバラ

ンスの変化の時代に入ります。既に財政状況は極めて硬直化し始めています。  

行政運営の不安は、将来不安ではなく、確実に非常に深刻な状況に入りました。

こうした状況を第４次総合計画の対象期間として、市民の期待に応えながら単独基

礎自治体としての自立と成長をしていくことが本市行政には求められています。 

この激変期にあって、行政内部でも人員の削減は１０％減員と進み、公的関与の

見直しも進まざるを得ません。現在の担い手である職員が、いかに当事者意識をも

って激変に対応していけるのかが問われています。 

第４次総合計画の進行管理という意図で改正され、新たに導入された行政評価

制度は、このような行政環境の変化の中で「本当にやるべきは、何か」を常に明らか

にし、それに対する「どのように、やるべきか」の更新を毎年かけていくことを目的とし

て開始されました。 

これは、やれる範囲が限られた中で、優先順位と事業効果を精査することといえ

ます。そして、それは見方を変えれば時代の変化に対応した、行政の新しい価値を

見出そうということでもあります。本市の行政評価制度の目的は、予算削減のツール

ではなく、本来の仕事のあり方を考えるツールであるのです。 

 

（２）各施策、事務事業の最前線で目指すもの 

右肩上がりの時代の過去の価値観では、行政評価といったものは「余分な仕事」、

「残業につながる仕事」、「作業させられる仕事」という感覚がつきまとうものでしたが、

前述のような行政環境の時代認識が共有化されるのであれば、その目的は明確と

なるはずです。 

施策、事務事業の責任を負う者が、その責任において上位の目的に貢献するた

めの具体目標を定め、実施結果を分析し、検証結果を次に活かしていくなかで、行

政の質の改善、維持向上と、徹底したコスト意識、アウトカム志向の風土定着化を図

っていきます。 

この一連の作業を通じて、各所属における全ての職員が目標と業務のあり方をそ

れぞれの職場で議論し、共有していくことが必要です。このような共通する目的感が

市民に対する説明責任の向上にもつながります。 

一般的に説明責任というと、これまで私たち行政職員は、課で実施している内容

をいかに説明するかを考えがちでした。 

しかし、市民起点で発想すれば、どの課であるかは関係なく、何がどんな目的に

向かってどの程度のコストで実施され、どれだけ変化や進歩や継続が達成されてい
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るのかを知りたいはずです。 

つまり、市のビジョン、市民に対してその施策がどのように行われているかを説明

することが豊明市職員の説明責任として求められているのです。 

そして、施策を説明する際の科学的な根拠として事務事業の分析、検証結果をも

って納得感の高い説明をしていくこととなるのです。 

 

 

 

 

＊ 各職場で業務の改善カルテ「評価票」を使い、語り合い、知恵を出し合うことが行政評価です。 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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豊明市行政評価制度 

運用マニュアル 

２◆制度改正されたポイント 

（１）一人一事務事業の業務改善型を改め、総合計画進行管理型制度とした。 

これまで実施してきました平成１４年度のモデル事業に始まる事務事業評価は、

課、係一事務事業から最終的に一人一事務事業の評価作業に広がりました。ここで

経験した行政事務を事務事業レベルに分解してコスト分析をすること、改善プランを

意識して事業執行をしていくということを生かして、総合計画の基本計画の構成に

従い、分析評価をしていきます。総合計画に連動するということは、市の基本理念の

実現のために全ての施策、事務事業が行われていくことを意味します。 

 
（２）施策評価と事務事業評価の二階層の評価制度とした。 

市の基本理念、総合計画の推進のために３桁コードが付された５１の基本施策が

設定されています。そして、この施策を推進するため５桁コードが付された３９４の単

位施策が設定されています。３９４の単位施策は、それぞれ複数の事務事業で構成

されていますので、事務事業は約４００～６００となります。この５１施策と約６００事務

事業のそれぞれが、上位の目的にどのように貢献しているのかを具体的に測るため

に、二階層に分けた評価を実施していきます。（平成１８年度の制度開始に当たっ

ては、４４４の事務事業を評価対象として抽出しました。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）１０年間の実績が蓄積され、経年で管理、公表する評価票とした。 

毎年評価票を作成し直すのではなく、総合計画に基づく施策、事務事業の目標、

成果指標等を初年度（平成１８年度）に設定し、そこへの達成状況と評価結果を毎

年記録していく評価票としました。 

 

行政評価 総合計画 

反 映 

■ 施策評価 
／課の部への貢献成果

■ 事務事業評価 
／係の課への貢献成果

基本成果指標 ７２ 

●主要事業 １３８ 

単位施策成果指標 ２１５ 

●単位施策（小） ３９４ 

●基本施策 ５１ 

 政策／部 

施策／課 

事務事業 

 ／係

●基本施策 ５１ 

●単位施策（小） ３９４ 

●単位施策（中） １５６ 

●主要事業 １３８ 

●基本理念／将来都市像 

●課査定→推進室査定→戦略会議査定 

実施計画 

進

行

管

理
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（４）実施サイクルは事業年度作成、当該年度内評価とした。 

行政評価制度の定着化を阻害する要因のひとつに、実施サイクルが事業実績の

確定をみて翌年度に行われることがあります。つまり、自己評価が事業の翌年度、

更に審査等の客観評価が翌々年度になっては、事業の継続か、縮小か、廃止かと

いった判断があまりに遅くなります。こうしたことから、本市では事業完了次第、当該

年度終了以内に自己評価と客観評価を完了し、翌年度の経営方針に反映させて

いきます。 

 

（５）評価結果は、翌年度の実施計画、予算編成に反映させることとした。 

評価の結果は、採点によって機械的に実施計画や予算編成に連動させるもので

はありません。制度の目的は、予算削減のツールではなく、本来の仕事のあり方を

考えるツールであることから、ここでいう反映とは実施計画や予算編成を行う際に、

行政評価の分析結果を査定の責任において判断材料とするということです。このよ

うにして、事務事業実施年度の翌年度における査定作業を経て、翌々年度の予算

に評価結果が反映していきます。 

一方、事業実施年度の翌年度においても、その執行方法等には評価の結果が、

影響を与えます。 

また、事務事業が施策に貢献していない、施策が事務事業のマネジメントをでき

ていないため、政策や市の基本理念に貢献していないと判断されるときは、経営戦

略会議によってその存在そのものに公的関与の必要性があるのか等の見直しがな

されます。つまり、ここでいう反映とは、経営方針への反映といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）行政改革との連動を図ることとした。 

平成１９年３月に策定の第５次行政改革大綱は、対象期間を定めない本市の長

期の行財政改革方針です。これは、３年ごとにアクションプランを定めて推進される

ものですが、毎年進行管理をしていくことで、何をどのように改革したかという実績を

公表していきます。事務事業評価のなかで、この行政改革を推進する対象事業と規

定されるものは、連動して管理されます。 

● 事業実施年度 ● 翌々年度 ● 翌年度 

事業実施 自己評価 

総合評価 

実施計画 予算編成 

事業実施 自己評価 
執行方法 
の改善 

総合評価 

執行方法 
の改善 

予算反映 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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豊明市行政評価制度 

運用マニュアル 

３◆推進体制 

（１）推進の体制と体系 

①各所属での作業 

推進体制は、各所属においては、施策評価票は課長、事務事業評価票は課長

補佐及び担当係長が作成します。各所属では事務事業完了次第、その実績を評

価票にまとめます。自己評価を各所属で行い、年度内に事務事業の組合せや優先

順位を検討する施策評価をとりまとめます。作成にあたっては、課内会議等を実施

してください。 

 

②客観評価（審査会審査と経営戦略会議総合評価） 

審査会は、行政評価審査会設置要領に基づき、企画部長、人事秘書課長、財政

課長、税務課長、市民課長、児童福祉課長、産業振興課長の構成で実施します。 

この後、経営戦略会議における分析を経て総合評価が行われます。これにより市

の経営方針との整合から施策、事務事業の方針検討がなされます。 

総合評価の結果による改善方向の指示によって、各所属での次年度の施策、事

務事業の展開をしていきます。 

 

③公表（情報発信と外部意見） 

全ての結果は、ホームページを通じて毎年市民に公表されます。 

   http://www.city.toyoake.aichi.jp/kikakuseisaku/gyouseihyouka/sinngyouseihyouka/hyoka_top.htm 

なお、この行政評価制度では、外部評価は行いません。担当係、担当課による自

己評価を事業に対する第三者としての審査会が審査し、更に経営戦略会議による

分析、最終の判断としての総合評価を行うことから、事務事業及び施策に対する客

観性は担保されます。また、評価結果に対する外部意見としては、行政改革に連動

することから、行政改革推進委員会に進捗報告をする中で意見を反映させることが

可能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各課等 総合計画 
経営戦略会議 

その他の取組み 

審査会 

予算編成 

実施計画 

第５次行政改革 

施策評価 
事務事業評価 

P D 

C A 

業務改善運動 

事務分担票 

戦略会議ＰＴ 

職員提案 
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（２）制度推進に係る作業手順等の概要 

①運用マニュアルの活用による評価票の均質化 

イントラネット（パワーエッグ）のデスクワーク内、行政経営にある行政評価に掲載

の本運用マニュアルを参考にして自己評価作業を進めてください。 

なお、この運用マニュアルは、ホームページにも公開されています。 

 

②各課説明会や係ミーティングの開催で情報の共有化を図る。 

初年度となる平成１８年度は、１０年引き継がれる事業目的等の設定もあり、各課

出席の全体説明会を行いましたが、平成１９年度からは行いません。 

評価票の作成にあたっては、それぞれの判断で結構ですが、課や係といった単

位での会議等の議論の機会を設けてください。制度に全く参加しない職員がいない

ように配慮してください。 

なお、各課等の会議や係での評価票作成のためのミーティングなどの機会に要

請があれば企画政策課より担当が説明に出向きます。積極的に活用してください。 

また、メール等個別にいただいた質問等への回答は、全庁に情報共有を図りま

すので、今後の各所属での制度運用の参考にしてください。 

 

③評価票の作成と、実績等の引継ぎ 

平成２２年３月２６日（金）までに平成２１年度版事務事業評価票を作成の上、施

策評価票の平成２１年度版を作成していただきます。 

なお、実績がこの時点で確定していない場合は、見込みの数字で報告をしてくだ

さい。実績が確定した段階で再度、差替えのための報告をしてください。 

評価票の各項目についての作業の詳細は、第３章の規定に従って統一的に行っ

てください。 

機構改革等により組織変更が発生した場合は、当該評価票担当部署に引き継い

でください。その際、施策評価票にも引継ぎが連動していくように留意してください。 

評価票の前年度作成者と当該年度作成者が異なる場合は、当該年度作成者に

変更してください。但し、問い合わせ等は当該年度作成者に対して行われるため、

目標設定の意図などをしっかりと引き継いでおいてください。 

指標の設定や、目標数値、実績の捉え方等で変更をした場合は、その理由を分

かりやすく評価票に記載してください。過去の実績まで遡って差し換えることが非効

率な場合は、変更後の経年変化だけの進行管理で構いません。 

 

④評価の対象となる事務事業が増えた場合の取り扱い 

施策の進展において、評価の対象となる事務事業が増えたり、逆に減ったりする

場合は、その旨を評価票として作成して報告してください。（廃止、休止となった事

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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豊明市行政評価制度 

運用マニュアル 

務事業は以降、その状態で管理、公表します。） 

新設となった事務事業については、施策評価票と連動させ、改めて報告してくだ

さい。 

 

 ⑤評価対象外の担当業務の自己管理のために 

現状で評価の対象となっていない事務事業についても、制度上対象となってい

ないだけで、施策に対する貢献度の自己評価や分析は必要なはずです。 

さらに、業務としての実績のコスト分析や効率性の観点から、制度上の評価対象

とはならないまでも、現場における自己管理としてこの評価制度のルールを活用す

ることが有効です。任意での作成や、自主的な作成を推奨します。 

職員の個々の担当業務の自発的な品質管理というレベルでも、評価票の作成や

評価票に基づく現場での議論を進めていきましょう。 

 

⑥ヒアリングの実施 

評価票の作成後に、各課に対し、ヒアリングを実施します。ヒアリングの結果をもっ

て客観評価となる審査会での分析、評価作業、並びに経営戦略会議の検討が行わ

れます。 

 

⑦審査の実施及び公表等 

平成２２年６月中旬に審査会を行い、つづいて経営戦略会議で総合評価を確定

し、ホームページを通じて公表します。 

 

⑧結果の反映 

平成２２年度の７月～８月に行う第６次実施計画策定、平成２３年度予算編成に

評価結果を反映させます。 

各所属においては、審査会、経営戦略会議を経て示される改善方向の指示につ

いて、直ちに事務事業の執行方法の具体的な改善につなげてください。 
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 ２   制度を動かす 

１◆年間の運用サイクル 

 
■ 施策評価 
／事務事業マネジメント

■ 事務事業評価 
／目的達成とコスト 

●単位施策（小）３９４に対し、対

応する事務事業を一以上抽出 

（主要事業１３８事業を含む。）

・ 対象事業は担当課で選定 

・ 成果指標設定２１５以外の事業

については指標も設定 

Ⅰ 評価票作成 

（事務局が評価票をイントラ 

掲載） 

（担当課で対象事業を選定） 

Ⅱ 実績報告 

（報告期限毎年度３月） 

Ⅲ 審査 

（３月下旬～） 

・ 成果指標は５１に対し７２設定

されている。 

・ 施策を構成する事務事業の実

施状況を施策側から管理す

る。 

●基本施策 ５１を対象に評価 

課長補佐・担当係長による作成 課長による作成 

課長補佐・担当係長作成→課長 

・ １０年の事業目的と目標の設定

・ 係内での共有 

課長作成→部長 

・ １０年の施策目的と目標の設定

・ 課内での共有 

事業実施    事業完了次第 

評価票により報告 

・ 実績、達成度、改善プラン作成

・ 自己評価を係内で共有 

審査会、戦略会議総合評価 

・ Ａ～Ｄの４段階評価 

・ Ｂ以下は改善の方向を指示 

・ Ｃ以下は戦略会議で対応検討 

実施計画の査定で反映 

財政課予算査定で反映 

前年度全評価結果を公表 

施策ごとの構成事務事業を検証 

・ 毎年構成事務事業の効果検証

・ 施策の自己評価を課内で共有 

毎年自己評価は戦略会議に報告

２２・２７年度は総合評価の実施 

・ Ａ～Ｄの４段階評価 

・ 事務事業の効果的構成の検証

・ Ｂ以下は改善方向を指示 

・ Ｃ以下は戦略会議で対応検討

前年度全評価結果を公表 

事務事業の目的と対象を分解し
て明確化する。 
事務事業の施策における役割を
体系的に明確化する。 

施策の総合計画における役割を体
系的に明確化し、施策を構成する
事務事業の組合せ、重心配分等の
科学的根拠を明確化する。 

Ⅳ 反映及び公表 
（翌年度６月ＨＰ公表） 
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運用マニュアル 

 

年間の運用サイクルは、概ね前ページの流れで行います。 

事務事業評価は前年度の検証結果（及び目標との距離）を踏まえ事業を実施し、

事業完了次第、自己評価を行います。 

この事務事業の自己評価結果を束ねて、施策の目的に対して貢献度を分析する

ものが、年間の施策評価になります。 

このようにして２つの評価作業は連動していくこととなります。 

なお、初年度（平成１８年度）は、１０年間の目標や指標の設定をしますので公表

され、説明責任を果たし得るように各所属での議論をしっかりと行ってください。 

機構改革等で大幅な組織の変更があった場合も、原則として設定した目標等が

引き継がれます。 
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２◆回避すべき視点 

以上のような運用のサイクルに沿って、毎年行政評価を進めていきます。これに

よって、前に述べたとおり施策、事務事業の実施主体における業務品質向上を継

続的な活動としていくことを目指します。 

続く具体的な作業編に入る前に、本来の制度の目的を維持していくために、回避

していくべき視点を記します。 

評価作業は係、課等での議論や情報共有をしていくことが不可欠です。どの職

員でも、自らが関わる施策、事務事業の分析結果と自己評価を自己の責任のなか

で把握しており、説明が可能である状態を構築してください。 

そうした、情報の共有化の作業の中で、回避すべき視点に陥っていないかを、更

に相互に確認しあうことも組織力を高める大切な視点です。 

（１）良く見せる作文作業を回避する。 

当該年度の事業実績を振返り、次のより良い展開を分析するのではなく、予算査

定等を意識した、良く見せることだけに終始した作文作業になることを回避してくだ

さい。 

 

（２）達成度だけが評価の判断材料であるという認識を回避する。 

総合計画の基本計画に記載の多くの指標は、目安としての目標設定です。そも

そも高い目標設定と低い目標設定にそれぞれ達成度の価値は絶対視できるもので

はありません。達成度の状況は分析の主要な指標ですが、全ての判断に及ぶもの

ではありません。 

つまり、アウトプット（活動実績）が全てではなく、アウトカム（結果が導く成果）で評

価をしていきます。 

 

（３）切りしろ、サバ読みにつながる発想を回避する。 

対象事務事業を抽出する際は、優先順位の高いものから対象とし、５桁の単位施

策を構成するものは、原則全て抽出します。評価の結果縮小する恐れがあるから対

象とせずに、既存事務事業等を温存しておくことのないようにします。 

 

（４）よそのことにはとやかく言わない、を回避する。 

課ごとに作成する施策評価を中心として、毎年の事務事業評価は係を単位として

実施しますが、情報の共有を施策単位で行うように努める中で、同じ施策（課）の職

員として、他の事務事業（係）に関することについても、積極的に助言等をし合える

ようにしてください。 

 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点運用サイクル 概要 目的 
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豊明市行政評価制度 

運用マニュアル 

（５）誰のことか、何のことかよく分からない、を回避する。 

目的等を記載する際に、条例や要綱にある目的を転載したかの記述は、「市民の

公共の福祉に資する」というように、具体性がありませんし、大きすぎます。 

一方、「名称：放置○○撤去事業」という事務事業があった場合、その目的を「目

的：放置された○○の、速やかな撤去」というように、事業の名称それ自体を目的の

ような表現で分解しただけでは、実施内容と同じであり、目的としては小さすぎま

す。 

目的と手段の関係性が、対象に対してどうあるのかを、市民の目線を想定しなが

ら検討してください。 

 

（６）行政評価制度は評価票を出しておけばよい、を回避する。 

行政評価制度は、やらされる作業ではなく、自らが担う施策、事務事業の必要性

の認識を高め、発信する作業です。必要性の認識を高め、事業を実施し、実績を検

証し、次に反映し、更に必要性の認識を高めていくという好循環を構築していく作

業です。 

 

（７）評価票を出す時期がきたら、事業のあり方を考えればよい、を回避する。 

実際には、日常の業務のなかで評価票を記載することは難しいですが、問題点

や、改善の余地を発見したら、その時点でメモ等に記録をしてください。施策、事務

事業に関わる多くの職員の、その蓄積が制度を意味あるものにしていきます。 

 

（８）改善プランは具体性がなくても方向性でよい、を回避する。 

評価票には改善の取組みや環境変化等の記述が多く求められています。具体

性がないということは、問題把握がなされていないことに等しいことになります。 

５Ｗ１Ｈ「なぜそれを行うのか？」、「なぜそのように行うのか？」、「なぜその時期

に行うのか？」、「なぜそこで行うのか？」、「なぜその人が行うのか？」で問題把握を

していきます。 

そして、最後に更に、５Ｗ１Ｈ全てにもう１Ｈ「それで、いくら掛かるのか？」を発想

して問題把握をしてください。 

また、改善策は「～ができていない」→「～をできるようにする」というような問題の

裏返し、言葉の裏返しではありません。具体的な問題の解決策を意識してください。 
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 ３   評価票の作成 

１◆施策評価 

（１）施策評価の概要 

施策評価は、本市の行政評価制度の中心をなすもので、下位の事務事業を効果

的にマネジメントしているかどうかを分析検証し、上位の政策の推進にどのように寄

与、貢献しているかを分析検証するものです。 

評価票の作成は課長が行います。 

毎年度更新をしますが、成果指標（総合計画に記載の基本成果指標）に対する

自己評価と総合評価は、平成２２年度と平成２７年度の２回のみ実施をします。 

 

（２）評価票の作成手順 

●１－１施策の名称、１－２担当 

①施策は総合計画基本計画の３桁コードに該当する名称を対象とします。課ごとに

抽出しますので、複数の課に亘る施策は、複数の施策評価票が存在することになり

ます。評価票作成者として、所属及び課長名を記載します。 

 

②機構改革等により組織変更が発生した場合は、当該評価票担当部署に引き継い

でください。その際、事務事業評価票も引継ぎが連動していくように留意してくださ

い。評価票の前年度作成者と当該年度作成者が異なる場合は、当該年度作成者

に変更してください。但し、問い合わせ等は当該年度作成者に対して行われるため、

目標設定の意図などをしっかりと引き継いでおいてください。 

 

●１－３総合計画における施策の体系 

①総合計画書６１ページの部門別計画の体系にある数字のものが、本マニュアル

資料編の施策体系表の１桁である節です。６つの節それぞれに、副題がありますの

で「 」で記載してください。（総合計画書の各項目の見方は、６２ページを参考にし

てください。） 
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②２桁に相当するのが項です。なお１－３①「節」、②「項」ともに、総合計画書の各

施策のページからも確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１－４施策の目的 

①総合計画書基本計画の部門別計画のそれぞれの「施策のめざす将来の姿」を参

考にしつつ、各課等で目的を設定してください。 

 

 

 

 

●１－５総合計画における基本成果指標 

①総合計画書基本計画の部門別計画のそれぞれの施策ページに掲載の基本成

果指標を指標名と定義を記載してください。定義は、総合計画書の巻末資料編を

参考に作成してください。 
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②なお、複数の課に亘る施策で一方の課にのみ基本成果指標が設定されている場

合は、同じ基本成果指標でもよいが、同じであることで支障がある場合は、改めて適

切な基本成果指標を設定する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③前期（平成１８年度～平成２２年度）の欄及び、全期間（平成２３年度～平成２７年

度）の欄については、初年度は、目標値のみを基本成果指標から転載してください。

前期及び全期間の実績値並びに達成率は、中間年次の平成２２年度と最終年次の

平成２７年度に記載してください。 

 

④成果指標が、数値的に減少させていくことが目標達成となっていく場合の考え方

は次のとおりです。 

（例）家庭系ごみの減量 

  ＜設定している指標＞ 

   現状値（平成１６年度（２００４年）基準値）Ａ・・・１９，５４２トン 

   前期目標値・・・１８，３０１トン 

   後期目標値・・・１７，６７０トンＢ 

  ＜実績＞ 

   平成○○年度実績Ｃ・・・２０，０００トンに増加した。 

  ＜達成率の算定＞ 

   Ａ－Ｃ／Ａ－Ｂ＝－２４．４％ 

 

●２－１施策全体に係る合計コストの推移 

①評価票２ページの４参考情報に列記される、施策を構成する事務事業の全てに

ついて、それぞれの事務事業評価票の２－３欄から、直接事業費、人件費を合計し

て記載してください。 

 

 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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②直接事業費等の定義は、事務事業評価の評価票作成手順２８ページに記載して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

●３－１評価結果 

①単年度の施策の推進状況について、自己評価を行い、結果を「良好に進展」また

は、「良好でない」のいずれかにチェックしてください。 

②良好の判断基準は、構成する事務事業の自己評価結果が、事務事業評価票３

－１でＡと判断したものが７０％以上を占めており、Ｄの廃止が相当である事務事業

がないこと。更に、施策の推進全般に亘り目的達成に向けた効果が高く発揮されて

いる、または、その可能性が大きいと判断される場合とします。 

 

 

 

 

 

 

 

●３－２評価の内容 

①３－１で実施した二者択一の自己評価に対して、補足説明をしてください。「今後

の環境変化を踏まえた課題認識」は、当該年度における施策を取り巻く動向と、把

握している課題を記載してください。 
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②「既存事業の構成や優先順位の考え方、新規事業の必要性の考え方」は、施策

評価票２ページの４参考情報で構成事務事業に対して付した「担当課判断優先順

位」の説明を、また、構成事務事業以外に必要性が予想される新しい事務事業が

考えられる場合は、新しい事務事業の必要性を記載してください。 

 

③「施策の担当課としての単年度の取組みの自己評価」は、年度の取組状況と上

位目的への貢献度合いを振返り、その状況を記載してください。 

 

●４－１施策を構成する事務事業の評価情報 

①参考情報として記載する施策を推進するために構成している「事務事業の名称」

と、「成果指標とその最終目標値(単位)」、「実績値」、「担当課評価」を事務事業評

価票から転載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事務事業ごとの「総合評価」は、審査会が評価をしますので、事務局が判断を待

って、後に記載します。 

 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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③「担当課判断優先順位」は、構成する事務事業の当該年度における優先度（重

要度）を数字でもれなく記載してください。 

 

④構成事務事業の優先順位は、全て同位としないでください。課内での選択と集中

を施策評価は求めています。施策評価を行う視点は、施策自体が必要か、そうでな

いかを判断するためよりも、施策が目的に向かって効果的に推進されるために、施

策自体の内部で相対評価を行い、効果性を毎年高めるところにあります。施策自体

は、総合計画に記載の施策であり、その存在を問う場合は相当な環境変化がある

場合といえます。むしろ、施策を推進する課の中で、事務事業の重心の置き方を毎

年環境予測に合わせて見直し、それを課内で共有して協力し合うことが重要です。 

 

●担当課評価及び総合評価 

①「担当課評価」は、以上を踏まえて、ＡまたはＢの判定基準に従い、自己評価結

果を判断します。但し、記載は平成２２年度における前期の成果を判断するときと、

平成２７年度における全期間の成果を判断するときに限ります。 

 

②「総合評価」は、①と同様の時期に審査会並びに経営戦略会議の判断によって

評価を受けます。これによって、次の市の政策形成につなげていきます。 
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２◆事務事業評価 

（１）事務事業評価の概要 

事務事業評価は、本市の行政評価の基盤をなすもので、各々の活動の成果がコ

ストに比してどのように効果をもたらしているかを分析検証し、上位の施策にどのよう

に寄与、貢献しているかを分析検証するものです。また、本市の行政業務の品質向

上の基礎となる重要な位置付けにあります。 

評価票の作成は、課長補佐及び担当係長が行います。毎年度更新し、成果指標

（総合計画に記載の単位施策成果指標及び新たに設定の指標）に対する自己評

価と総合評価を行います。 

 

（２）評価票の作成手順 

●１－１事務事業の名称、１－２担当 

①事務事業は総合計画基本計画の５桁コードに該当する単位施策を構成する事業

の名称を対象とします。事務事業の抽出及び選定は、作成者の判断によるものとし

ます。総合計画書に５桁の単位施策を説明する文章がそれぞれ記載されています。

具体的には、この文脈を構成する事業を全て抽出するようにしてください。抽出の注

意点を以下に示しますので参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５桁の単位施策を説明する文章

の中に複数の事務事業が存在し

ています。 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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豊明市行政評価制度 

運用マニュアル 

②左ページの図で示した例示の文脈からは、下線に見るとおり「３Ｒ推進事業」と、

「情報発信事業」という２つの事務事業が抽出できます。したがって２つの事務事業

評価票が作成できると解されます。 

 

③各施策ページの末尾に別掲している１３８の主要事業は、全て対象とします。漏

れのないようにしてください。また、主要事業の事業期間が後期のみであっても、平

成１８年度に評価票を作成します。事業主体が「市」以外の場合であっても、市とし

ての関わりを事務事業の対象としてください。なお、事務事業名称の欄に（ ）書き

で国、県等の事業主体を記載してください。事業期間が後期の事務事業で、２６ペ

ージの２－２の単位施策成果指標における前期目標値が設定できない場合の目

標値は、／と記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④評価票作成者として、所属及び課長補佐（または、担当係長名）を記載します。 

機構改革により組織変更が発生した場合は、当該評価票担当部署に引き継いで

ください。その際、施策評価票にも引継ぎが連動していくように留意してください。 

評価票の前年度作成者と当該年度作成者が異なる場合は、当該年度作成者に

変更してください。但し、問い合わせ等は当該年度作成者に対して行われるため、
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目標設定の意図などをしっかりと引き継いでおいてください。 

指標の設定や、目標数値、実績の捉え方等で変更をした場合は、その旨を分か

りやすく評価票に記載してください。過去の実績まで遡って差し換えることが非効率

な場合は、変更後の経年変化だけの進行管理で構いません。 

 

●１－３総合計画における施策の体系 

①総合計画書６１ページの部門別計画の体系から転記してください。ここにある数

字のものが、本マニュアル資料編の施策体系表の１桁である節です。６つの節それ

ぞれに、副題がありますので「 」で記載してください。以下、２桁に該当する項、３桁

に該当する基本施策、４桁に該当する単位施策(中)、５桁に該当する単位施策(小)

をそれぞれ記載してください。（総合計画書の各項目の見方は、６２ページを参考に

してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （記載例） 

 

 

 

 

 

 

●１－４事務事業の目的の精査 

①事務事業の目的は、それ自体を分解して記載します。具体的には、事務事業が

対象としている「対象と対象の数」を明確化したうえで、受益者を事務事業によって

部門別計画の本編から転載 

総合計画書６１ページ 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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どのような状態に変化させたいとしているのかという「意図」に分けて記載します。目

的を分解することで、手段である事務事業が投入によってどのような結果と成果を目

指すべきなのかを明らかにします。 

 

②目的の具体的な記載の方法は、「対象と対象の数」に事務事業のターゲットを記

載します。「意図」には、対象に対して事務事業という手段によって「どんな変化をね

らっているのか。」を記載します。「○○ボランティア養成講座事業」という事務事業

を例にすると、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

●１－５事務事業の内容 

①事務事業の具体的な内容について、市民にとって理解しやすい表現に心がけて

記載をしてください。 

 

●２－１事務事業の実施における基本認識 

①事務事業の実績を振返り、「実施にあたって心がけた改善の取組み」を記載し、

当該年度における「事務事業がおかれている環境把握」と「市民ニーズの認識」を

記載してください。次年度以降の展望は、３０ページ３－２で記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな変化をねらっているのか。 事務事業のターゲット 

 

○○ボランティアに関心と

ニーズを持つ市民（把握

していれば、おおよその

数、割合等） 

受講者の○割以上を○○ボランテ

ィアの実践者にする。 
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●２－２総合計画における単位施策成果指標 

①事務事業の成果指標として総合計画に記載の単位施策成果指標を転載してくだ

さい。指標の説明は、総合計画書巻末の資料編を参考に、目標設定理由、定義、

算出式、出典等がわかるように記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②対応する単位施策成果指標が存在していない場合は、改めて設定をしてくださ

い。指標の設定をする際は、以下の視点を参考に作業をしてください。指標の分類

のうち、投入指標となるものは設定しないでください。活動指標か、成果指標を設定

することとし、できるだけ成果指標を意識して設定してください。指標の説明も当初

の設定が次の担当者に引き継がれますので、総合計画書の巻末資料編にあるよう

に、目標設定理由、定義、算出式、出典等がわかるように詳しく記載をしてくださ

い。 

 

＜指標の分類＞ 

   ＊投入指標・・・資源投入の量を示す。（人、金、物） 

   ＊活動指標・・・提供されたものやサービスの量で示す。 

   ＊成果指標・・・住民や地域における状態変化で示す。 

 

本市の事務事業評価においては、抽出した事務事業の特性よっては、成果指標

の設定が困難な場合もありますので、活動指標の設定になる場合もあります。 

   

 

水系ごとに１団体を目標に、河川(池)環境の意識向

上を目的として設定。市民団体として保全向上活動

に取組む○○活動の実施をもって団体としての把握

をする。 

水辺を守る市民団体数 
 ２ 

(団体) 
 ４ 

(団体) 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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＜成果指標の設定の視点 ・ １＞ 

１－４②で例示の「○○ボランティア養成講座事業」で考えると、 

＊講座の予算１００万円・・・投入実績（投入指標） 

＊講習会の開催回数５０回・・・活動実績、 

＊２００人の受講・・・事業結果 (活動指標)、 

＊このうち、１００人がボランティアの実践者になったこと・・・成果（成果指標） 

となります。 

 

＜成果指標の設定の視点 ・ ２＞ 

始めに１－４①事務事業の目的（対象と意図）で作成の意図に注目します。 

＊「～を、できるだけ速やかに増やすことを～」 

次に、意図にあるキーワードを抽出します。 

＊「速やかに」、 

＊「増やす」 

キーワードを指標的な表現に置き換えます。 

＊「速やかに」 → 「迅速度」、 

＊「増やす」→ 「増加度」 

指標的表現を算式化します。 

＊「増加度＝(累計数)／人口」 

 

＜減少させる目標値の設定と達成度＞ 

成果指標が、数値的に減少させていくことが目標達成となっていく場合の考え方

は次のとおりです。 

（例）家庭系ごみの減量 

＊設定している指標 

   現状値（平成１６年度（２００４年）基準値）Ａ・・・１９，５４２トン 

   前期目標値・・・１８，３０１トン 

   後期目標値・・・１７，６７０トンＢ 

＊実績 

   平成○○年度実績Ｃ・・・２０，０００トンに増加した。 

＊達成度の算定 

   Ａ－Ｃ／Ａ－Ｂ＝－２４．４％ 
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●２－３成果指標に係る活動実績とコストの推移(アウトプット分析) 

①２－２で設定した成果指標（または、活動指標）に対して、活動の実績数値をコス

トの視点から明らかにします。この１０年間の推移を目標との関係で進捗管理してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②なお、算定に関して項目ごとの定義等の補足が必要な場合は、「アウトプット実績

(活動数値)の補足説明」の欄に説明を記載してください。この補足説明が明確でな

いと、１０年間の作業を後任の担当者に引き継ぐことができませんので注意してくだ

さい。 

＊「活動実績 a」 

２－２成果指標欄で設定の数値に対応する当該年度実績を記載してください。

２－２②で説明のとおり、活動指標的な数値を設定している場合は、そのまま２

－３の「活動実績」とします。一方、成果指標的な数値（例えば、～に係る満足

度（％））の場合は、年度ごとに把握できる活動数値を別に設定してください。 

     

＊「直接事業費 b」 

活動実績を導くために必要とした人件費以外の経費を記載してください。臨時

職員の賃金は、人件費ではなく直接事業に算定します。（臨時職員は、個別に

設定されている契約単価で算定してください。） 

 

＊「人件費 c」 

当該事務事業の年度内実績を導くために要した人件費を算定してください。人

事異動ごとに各課長補佐が作成している事務分担表を参考に、事務事業の役

割分担、事業完了までに要した人件費を算定してください。課の配置特性や、

事務事業の特性により全ての人件費コストを同列で比較することは困難ですが、

本行政評価制度で使用するための係数として平均の経費を以下のとおりとしま

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 
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すので、支障なき場合は、この係数を使用してください。（臨時職員は、直接事

業費で算定してください。） 

［ 正職員の年間平均給与額 ： 行政評価係数→ ６,４５７千円／年間 ］ 

［ 正職員の平均時間給与額 ： 行政評価係数→ ３，２００円／時間 ］ 

（いずれも平成２１年度評価票作成のための統一単価で、平成２０年度普通

会計決算から算出しています。） 

    事務事業の実施に係る人的資源の配分を按分するときは、年間平均給与額を、

業務に要する時間の積み上げで算出するときは、平均時間給与額を使用して

ください。 

なお、人件費の算定根拠についても、経年で推移させるため、補足説明に記

載をしておくようにしてください。 

     

③合計コストを合算してください。 

＊「合計コスト d(b+c)」・・・直接事業費と人件費の合算 

 

④単位コストを算定してください。 

＊「単位コスト d/a」・・・活動単位当たりのコスト 

 

●２－４成果指標に対応する実績と達成度の推移 

①当該年度における「指標対応実績(単位)」を記載し、２－２において「後期目標

値」として最終年度に設定している「後期目標値に対する達成度（％）」を算出してく

ださい。 
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●３－１評価結果（アウトカム自己分析） 

①事務事業の自己評価を行い、結果を記載します。評価票に掲載されている６つ

の判断の基準「必要性、公共性、妥当性、効率性、有効性、市民満足度」を視座に

して当該年度内における事務事業の実績が、どのように担当課として自己評価して

いるのかを「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ」の４段階で判断してください。 

   

②事務事業が複数年度に亘って継続実施されることで完結する場合等は、単年度

における事務事業のあり方を自己評価の対象としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●３－２評価の内容 

①当該年度の実績を振返り、次年度以降を見据えたうえで、「今後の環境変化を踏

まえた課題認識」と、「次年度に向けて改善する取組み」、「事務事業の担当課とし

ての単年度の取組みの自己評価」を記載してください。ここで、３－１の自己評価結

果の判断理由を補足説明することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業評価 施策評価 回避すべき視点 運用サイクル 概要 目的 

30



 
豊明市行政評価制度 

運用マニュアル 

 

●４－１総合評価の結果 

①以上の実績と分析、自己評価の内容が事務事業評価票にまとめられ、各課より

施策評価票と併せて提出を受けた後、審査会において３－１と同様の基準によって

「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ」の４段階の客観評価を行います。その結果を総合評価の結果として

記載し公表されます。 

 

②なお、事務事業評価票についても施策評価の総合評価に併せて、必要に応じて

経営戦略会議に諮られます。「審査会による改善方向の指示」がなされたものは、

事務事業の次年度の実施に各課で反映をしてください。次年度の実績を自己評価

していく際に、どのように効果連動させたかが問われることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第５次行政改革大綱第１次アクションプランとの関連 

①平成１８年３月に策定の第５次行政改革大綱は長期の行財政改革の指針です。

これに基づき、大綱を推進するために３ヶ年ごとのアクションプランに規定される事

務事業は、行政改革推進委員会の進行管理を受けますので、規定されている改革

の内容を記載してください。（アクションプランは、第１次：平成１９年度～２１年度、第

２次：平成２２年度～２４年度、第３次：平成２５年度～２７年度と策定されます。） 

 

 

 

 

 

 

アクションプランに規定の改革内容を記載する。 
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 ４   資料編 
 

豊明市行政評価制度実施要綱             平成 14年 8月 8日決裁 

 (目的) 

第1条 この要綱は、本市が実施する行政活動について、自ら行う評価に関し必要な事項を定めることによ

り、市民への説明責任の徹底、行政運営における効率性と質の向上を図るとともに、市民の視点に立っ

た成果重視の行政の推進に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 行政評価制度 政策、施策、事務事業の各段階において、一定の基準、指標をもって、目標や目的

の達成度(以下「成果」という。)についての測定及び課題の検証(以下「評価」という。)を行い、その

結果を行政運営の改善につなげる仕組みをいい、政策評価、施策評価及び事務事業評価よりなるもの

とする。 

(2) 政策評価 市政運営の基本的な方向を示すもの(以下「政策」という。)の成果を評価することをい

う。 

(3) 施策評価 政策を実現するための基本的な方針を示すもの(以下「施策」という。)の成果を評価す

ることをいう。 

(4) 事務事業評価 施策を実現するための具体的な手段を示すもの(以下「事務事業」という。)の成果

を評価することをいう。 

(5) 実施機関 豊明市事務分掌条例(平成15年豊明市条例第26号)第1条に定める部の長、豊明市収入役

の補助組織設置規則(昭和52年豊明市規則第9号)に定める出納室長、豊明市消防本部の組織に関する規

則(昭和62年豊明市規則第11号)に定める消防長、豊明市教育委員会事務局処理規則(平成6年豊明市教

委規則第2号)に定める教育部長、豊明市選挙管理委員会規程(昭和53年豊明市選管告示第3号)に定める

選挙管理委員会事務局長、豊明市公平委員会の会議に関する規則(昭和52年豊明市公平委規則第1号)

に定める公平委員会事務職員、豊明市監査委員事務局規程(昭和47年豊明市監査訓令第1号)に定める監

査委員事務局長、豊明市固定資産評価審査委員会条例(昭和47年豊明市条例第17号)に定める固定資産

評価審査委員会書記、豊明市農業委員会事務局規程(平成5年豊明市農委告示第3号)に定める農業委員

会事務局長、並びに豊明市議会事務局に関する条例(昭和47年豊明市条例第6号)に定める議会事務局長

をいう。 

(自己評価) 

第3条 実施機関は、毎年度の事業実績に基づき施策及び事務事業の自己評価を行うものとする。 

2 施策及び事務事業の自己評価は、施策及び事務事業の実施によりもたらされた成果の把握について、統

計等による客観的な数値の測定等のほか、必要に応じてアンケート等の市民意見の聴取によって行うも

のとする。 

(自己評価の報告) 

第4条 実施機関は、施策及び事務事業の自己評価の結果について、豊明市施策評価票(様式第1号)及び豊

明市事務事業評価票(様式第2号)を作成し、企画部長に提出しなければならない。 
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豊明市行政評価制度 

運用マニュアル 

(行政評価審査会) 

第5条 豊明市行政評価審査会(以下「審査会」という。)を置き、実施機関から提出された豊明市施策評価

票及び豊明市事務事業評価票について、客観的かつ厳格な審査を実施する。 

(審査結果の検討) 

第6条 豊明市経営戦略会議(以下「戦略会議」という。)は、審査会での審査結果を踏まえて、施策及び事

務事業の改善又は見直しに関して検討を行う。 

(反映) 

第7条 市長は、戦略会議での検討の結果を、適切に市政運営に反映させるよう努めるものとする。 

(公表) 

第8条 市長は、行政評価を実施したときは、適当な時期に、適切な方法でその結果を市民に公表しなけれ

ばならない。 

(事務局) 

第9条 行政評価制度の運営に関する事務は、企画部企画政策課において行う。 

(委任) 

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則(平成16年訓令第27号) 

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成16年訓令第69号) 

この要綱は、訓令を発した日から施行する。 

附 則(平成18年8月4日) 

この要綱は、平成 18年 9月 1日から施行する。 
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豊明市行政評価審査会設置要領            平成14年8月8日決裁 

(設置) 

第1条 行政評価の審査をするため、豊明市行政評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第2条 審査会は、行政評価の審査を実施する。 

(組織) 

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、企画部長をもって充て、副会長は、総務部長をもって充てる。 

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

(会長及び副会長) 

第4条 会長は、審査会を総括する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。 

(会議) 

第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長になる。 

(庶務) 

第6条 審査会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 

(雑則) 

第7条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この要領は、決裁の日から施行する。 

附 則(平成16年訓令第45号) 

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成16年訓令第70号) 

この要領は、訓令を発した日から施行する。 

別表(第3条関係) （平成２０年４月１日付け構成員再編成） 

企画部長 

人事秘書課長 

財政課長 

税務課長 

市民課長 

児童福祉課長 

産業振興課長 
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様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

１
■
施
策
の
概
要

　 　
部

課
又
は
施
設

①
節

　
　

②
項

　

①

　
② ③

２
■
施
策
推
進
の
状
況

　
直
接
事
業
費

人
件
費

合
計
コ
ス
ト

３
■
施
策
の
担
当
課
に
よ
る
評
価
結
果

　 　
　

　
　
　
　
　
 

平
成
1
8
年
度

　
平
成
1
9
年
度

平
成
2
0
年
度

平
成
2
1
年
度

平
成
2
2
年
度

平
成
2
3
年
度

平
成
2
4
年
度

平
成
2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

施
策
評
価
票
番
号

基
本
成
果
指
標
名

前
期
（
平
成
１
８
年
度
～
平
成
２
２
年
度
）

　
平
成
２
３
年
度

３
－
２
評
価
の
内
容

今
後
の
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
課
題
認
識

既
存
事
業
の
構
成
や
優
先
順
位
の
考
え
方
、
新
規
事
業
の
必
要
性
の
考
え
方

施
策
の
担
当
課
と
し
て
の
単
年
度
の
取
り
組
み
の
自
己
評
価

 

　
平
成
２
６
年
度

　
平
成
２
７
年
度

　
平
成
２
２
年
度

　
平
成
２
５
年
度

 　
平
成
１
８
年
度

　
平
成
１
９
年
度

　
平
成
２
０
年
度

　
平
成
２
１
年
度

　
平
成
２
４
年
度

　
平
成
２
４
年
度

　
平
成
２
６
年
度

　
平
成
２
７
年
度

　
平
成
２
３
年
度

　
平
成
２
５
年
度

単
年
度

担
当
課
評
価

３
－
1評
価
結
果

担
当
課
評
価

　
平
成
２
２
年
度

平
成
２
２
年
度
評
価

（
前
期
の
成
果
）

平
成
２
７
年
度
評
価

（
全
期
間
の
成
果
）

目
標
値
（
単
位
）

実
績
値
（
単
位
）

 ―
 ―

総
合
評
価

全
期
間
（
平
成
２
３
年
度
～
平
成
２
７
年
度
）

達
成
率
(
％
)

基
本
施
策
コ
ー
ド

実
績
値
（
単
位
）

目
標
値
（
単
位
）

指
標
の
定
義

２
－
１
施
策
全
体
に

係
る
合
計
コ
ス
ト
の

推
移
（
千
円
）

評
価
票
作
成
者

 　
平
成
１
８
年
度

１
－
１
施
策
の
名
称

１
－
２
担
当

１
－
３
総
合
計
画
に

お
け
る
施
策
の
体
系

１
－
４
施
策
の
目
的

１
－
５
総
合
計
画
に

お
け
る
基
本
成
果
指

標

　
平
成
１
９
年
度

　
平
成
２
０
年
度

　
平
成
２
１
年
度

達
成
率
(
％
)

 
●
 
施
策
評
価
の
判
定
基
準

　
　
Ａ
 
：
　
施
策
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
し
て
い
る
の
で
継
続
す
る

　
　
Ｂ
 
：
　
施
策
推
進
の
実
施
手
法
等
に
改
善
の
必
要
が
あ
る

　
良
好
に
進
展

　
良
好
で
な
い

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
に
進
展

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

　
良
好
で
な
い

事
務
局
に
て
記
入
し
ま

す
総
合
計
画
３
桁
コ
ー
ド
の

基
本
施
策
名
称
を
記
載
し

ま
す
。

施
策
評
価
票
の
作
成
手

順
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
１
４

ペ
ー
ジ
参
照
の
こ
と
。

総
合
計
画
３
桁
コ
ー
ド
を

記
載
し
ま
す
。

同
一
施
策
を
複
数
の
課

で
担
当
し
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

課
長
名
を

記
入
し
ま

す
。
例
：
○

○
課
長
豊

明
太
郎

総
合
計
画
の
体
系
か
ら

記
載
し
ま
す
。
計
画
書
の

見
方
は
６
２
ペ
ー
ジ
を
参

照
の
こ
と
。

総
合
計
画
の
体
系
か
ら

記
載
し
ま
す
。
計
画
書
の

見
方
は
６
２
ペ
ー
ジ
を
参

照
の
こ
と
。

施
策
の
目
指
す
将
来
の

姿
を
参
考
に
目
標
を
設

定
し
ま
す
。

総
合
計
画
の
各
基
本
施
策

ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
基
本
成
果

指
標
か
ら
記
載
し
ま
す
。

複
数
課
で
施
策
評
価
票
を
作

成
す
る
場
合
で
、
総
計
記
載
の

指
標
を
共
有
し
な
い
場
合
は
、

改
め
て
指
標
を
設
定
し
ま
す
。

総
合
計
画
か
ら
前
期
目

標
値
を
転
記
し
ま
す
。

平
成
２
２
年
度
に
記
載
し

ま
す
。

平
成
２
２
年
度
に
記
載
し

ま
す
。

総
合
計
画
か
ら
後
期
目

標
値
を
転
記
し
ま
す
。

平
成
２
７
年
度
に
記
載
し

ま
す
。

平
成
２
７
年
度
に
記
載
し

ま
す
。

総
合
計
画
の
巻
末
資
料
編
を
参
考
に
指
標
の
説
明

を
し
て
く
だ
さ
い
。

新
た
に
設
定
し
た
指
標
も
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

施
策
を
構
成
す
る
事
務

事
業
（次
ペ
ー
ジ
４
参
考

情
報
）の
直
接
事
業
費

の
合
計
を
記
載
し
ま
す
。

（事
務
事
業
評
価
票
２
－

３
欄
を
参
照
の
こ
と
。
）

施
策
を
構
成
す
る
事
務

事
業
（
次
ペ
ー
ジ
４
参
考

情
報
）
の
人
件
費
の
合

計
を
記
載
し
ま
す
。
（
事

務
事
業
評
価
票
２
－
３
欄

を
参
照
の
こ
と
。
）

上
段
の
直
接
事
業
費
と

中
段
の
人
件
費
の
合
計

を
記
載
し
ま
す
。

単
年
度
内
の
施
策
の
推
進
状
況

を
課
と
し
て
自
己
評
価
し
ま
す
。

判
断
基
準
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
１
６

ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

３
－
１
自
己
評
価
の
補
足
説

明
と
な
り
ま
す
。
今
後
を
見
据

え
た
上
で
現
在
把
握
し
て
い
る

施
策
の
課
題
を
記
載
し
ま
す
。

３
－
１
自
己
評
価
の
補
足
説

明
と
な
り
ま
す
。
施
策
を
構
成

す
る
事
務
事
業
に
関
す
る
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
上
の
課
題
を
記
載

し
ま
す
。

３
－
１
自
己
評
価
の
補
足
説
明
と
な

り
ま
す
。
施
策
推
進
の
た
め
に
ど
こ

に
重
心
を
置
い
た
か
。
特
に
何
が
ど

う
進
ん
だ
の
か
等
実
施
年
度
を
振

返
り
記
載
し
ま
す
。

平
成
２
２
年
度
に
右
の
判

定
基
準
で
自
己
評
価
を

記
載
し
ま
す
。

平
成
２
７
年
度
に
右
の
判

定
基
準
で
総
合
計
画
全

期
間
の
自
己
評
価
を
記

載
し
ま
す
。

経
営
戦
略
会
議
に
よ
り

判
定
が
さ
れ
ま
す
。

経
営
戦
略
会
議
に
よ
り

判
定
が
さ
れ
ま
す
。
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４
■
参
考
情
報

番
号

実
績
値

担
当
課

評
価

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

総
合
評
価

成
果
指
標
と
最
終
目
標
値
(
単
位
)

事
務
事
業
名
称

４
－
１
　
施
策
を
構
成
す
る
事
務
事
業
の
評
価
情
報

担
当
課
判
断
優
先
順
位

　
平
成
１
８
年
度

こ
の
施
策
を
推
進
す
る
た

め
に
必
要
と
し
て
い
る
事

務
事
業
の
名
称
を
事
務

事
業
評
価
票
か
ら
記
載

し
ま
す
。

事
務
事
業
評
価
票
か
ら

成
果
指
標
と
最
終
年
度

の
目
標
値
を
転
記
し
ま

す
。

年
度
内
の
成
果
指
標
に

対
応
す
る
事
務
事
業
の

実
績
値
を
記
載
し
ま
す
。

事
務
事
業
評
価
票
か
ら

自
己
評
価
結
果
を
転
記

し
ま
す
。

構
成
事
務
事
業
の
相
対

的
な
判
断
を
、
事
務
事

業
の
優
先
順
位
と
し
て

記
載
し
ま
す
。
全
て
同
位

と
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

審
査
会
に
よ
る
客
観
評
価

の
結
果
が
後
に
事
務
局
に

よ
っ
て
記
入
さ
れ
ま
す
。

事
務
事
業
の
番
号
は
、

総
合
計
画
の
単
位
施
策

体
系
の
順
番
を
意
味
し

ま
す
。
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様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

１
■
事
務
事
業
の
概
要

　 　
部

課
又
は
施
設

　
　

②
項

対
象
と

対
象
の
数

　 ２
■
事
務
事
業
実
施
の
状
況

平
成
1
8
年
度

　
平
成
1
9
年
度

平
成
2
0
年
度

平
成
2
1
年
度

平
成
2
2
年
度

平
成
2
3
年
度

平
成
2
4
年
度

平
成
2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

　 　
活
動
実
績

ａ
（
単
位
)

直
接
事
業
費

ｂ
（
千
円
）

人
件
費

ｃ
（
千
円
）

合
計
コ
ス
ト

ｄ
(
ｂ
＋
ｃ
)

（
千
円
）

単
位
コ
ス
ト

ｄ
／
ａ

（
千
円
）

①
節

　
③
基
本
施
策

　
④
単
位
施
策
(
中
）

当
た
り

当
た
り

当
た
り

当
た
り

当
た
り

当
た
り

当
た
り

当
た
り

当
た
り

当
た
り

　
平
成
２
７
年
度

　
平
成
２
５
年
度

　
平
成
２
３
年
度

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
実
績
（
活
動
数
値
）
の
補
足
説
明

指
標
の
説
明

後
期
目
標
値
(
単
位
)

　
平
成
２
４
年
度

　
平
成
１
９
年
度

　
平
成
２
０
年
度

　
平
成
２
２
年
度

前
期
目
標
値
(
単
位
)

コ
ー
ド

　
⑤
単
位
施
策
(
小
）

コ
ー
ド

 ―
  
―
  
―
  
―

―
  
―
  
―
 

経
常
事
務
事
業

評
価
票
作
成
者

係

建
設
事
務
事
業

一
般
事
務
事
業

市
民
ニ
ー
ズ
の
認
識コ
ー
ド

―
  
―

 ●
 第
５
次
行
政
改
革
大
綱
第
１
次
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
と
の
関
連

２
－
２
総
合
計
画
に

お
け
る
単
位
施
策
成

果
指
標

２
－
３
成
果
指
標
に

係
る
活
動
実
績
と
コ

ス
ト
の
推
移
（
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
分
析
）

１
－
５
事
務
事
業
の

内
容

事
務
事
業
成
果
指
標
名

１
－
１
事
務
事
業
の

名
称

１
－
２
担
当

１
－
４
事
務
事
業
の

目
的
の
精
査

２
－
１
事
務
事
業
の

実
施
に
お
け
る
基
本

認
識

１
－
３
総
合
計
画
に

お
け
る
施
策
の
体
系

事
務
事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
心
が
け
た
改
善
の
取
組
み

社
会
状
況
等
の
事
務
事
業
が
お
か
れ
る
環
境
把
握

　
平
成
１
８
年
度

　
平
成
２
１
年
度

　
平
成
２
６
年
度

意
図
（
対
象
を
事
務
事
業
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
状
態
に
す
る
の

か
）

　
有

　
無

事
務
局
に
て
記
載
し
ま
す
。

事
務
局
に
て
記
載
し
ま
す
。
事
務
局
に
て
記
載
し
ま
す
。

行
革
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
該
当
す
る
事
務
事
業

は
、
そ
の
改
革
内
容
を
簡
単
に
記
載
し
ま
す
。

行
革
大
綱
及
び
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
は
平
成
１
９
年

３
月
に
策
定
さ
れ
イ
ン
ト
ラ
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

総
合
計
画
５
桁
コ
ー
ド
の
単
位
施
策
を

説
明
す
る
文
章
中
か
ら
、
構
成
す
る
事

務
事
業
を
全
て
抽
出
し
ま
す
。
主
要
事

業
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
務
事
業

は
、
漏
れ
な
く
対
象
と
し
ま
す
。
事
務
事

業
評
価
票
の
作
成
手
順
は
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
１
９
ペ
ー
ジ
参
照
の
こ
と
。

課
長
補
佐
又
は
担
当
係

長
名
を
記
載
し
ま
す
。

例
：
○
○
課
長
補
佐
（○

○
担
当
）
豊
明
太
郎

総
合
計
画
の
体
系
か
ら

記
載
し
ま
す
。
計
画
書
の

見
方
は
６
２
ペ
ー
ジ
を
参

照
の
こ
と
。

節
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
「

」で
記
載
し
ま
す
。

総
合
計
画
の
体
系
か
ら

記
載
し
ま
す
。
計
画
書
の

見
方
は
６
２
ペ
ー
ジ
を
参

照
の
こ
と
。

総
合
計
画
３
桁
コ
ー
ド
の

基
本
施
策
名
称
を
記
載

し
ま
す
。

総
合
計
画
４
桁
コ
ー
ド
の

単
位
施
策
（
中
）
名
称
を

記
載
し
ま
す
。

総
合
計
画
５
桁
コ
ー
ド
の

単
位
施
策
（
小
）名
称
を

記
載
し
ま
す
。

事
務
事
業
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
し
て
い
る
市
民
等
を
具

体
的
に
記
載
し
ま
す
。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
事
務
事
業
と
い
う
手
段

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
た
い

の
か
と
い
う
狙
い
を
記
載
し
ま
す
。

事
務
事
業
の
内
容
を
市

民
に
分
か
り
や
す
く
説
明

し
ま
す
。

当
該
年
度
に
お
け
る
事
務

事
業
の
実
施
を
振
返
り
、
改

善
実
績
を
記
載
し
ま
す
。

事
務
事
業
を
取
り
巻
く
環

境
課
題
を
当
該
年
度
で
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か

を
記
載
し
ま
す
。

事
務
事
業
に
関
す
る
市
民
の

ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
当
該
年
度
で

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
を

記
載
し
ま
す
。

総
合
計
画
の
単
位
施
策
の
成
果
指
標
欄
か
ら
転
載
し
ま
す
。
設
定
が
な
い
事
務
事
業

は
改
め
て
指
標
を
設
定
し
ま
す
。

指
標
設
定
の
視
点
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
２
３
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
、
毎
年
成
果
実
績
が
追
跡

で
き
る
指
標
を
設
定
し
ま
す
。

数
値
の
み
記
載
し
ま
す
。

数
値
の
み
記
載
し
ま
す
。

数
値
の
み
記
載
し
ま
す
。

数
値
の
み
記
載
し
ま
す
。

活
動
実
績
当
た
り
の
コ
ス

ト
を
「
○
○
当
た
り
○
○
」

と
記
載
し
ま
す
。

前
期
目
標
値
を
数
値
（
単

位
）
で
記
載
し
ま
す
。

後
期
目
標
値
を
数
値
（
単

位
）
で
記
載
し
ま
す
。

総
合
計
画
巻
末
資
料
編
を
参
考
に
目
標
設
定
理
由
、
定
義
、
算
出

式
、
出
典
等
を
記
載
し
ま
す
。

新
た
に
設
定
し
た
指
標
も
同
様
に
記
載
し
ま
す
。

事
務
事
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
量
的
な
実
績
を
記
載

し
ま
す
。
単
位
を
左
の
項
目
欄
に
予
め
記
載
し
ま
す
。

事
務
事
業
の
遂
行
に
掛
か
っ
た
臨
時
職
員
賃
金
を
含
む

経
費
を
記
載
し
ま
す
。

正
職
員
の
平
均
給
与
を
平
成
１
８
年
度
は
６
，
７
０
２
千

円
と
し
事
務
事
業
に
要
し
た
人
件
費
を
記
載
し
ま
す
。

二
段
目
と
三
段
目
を
合

計
し
ま
す
。

コ
ス
ト
を
割
り
出
す
た
め
に
要
す
る
各
項
目
の
説
明
を
詳
し
く
記
載
し
ま
す
。
担
当

を
引
き
継
い
で
も
同
様
な
計
算
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
記
載
し
ま
す
。
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後
期
目
標
値

に
対
す
る
達

成
度
（
％
）

３
■
事
務
事
業
の
自
己
評
価
結
果

　
単
年
度

担
当
課
評
価

　
　
　
　
　

　
　
●
 
４
段
階
評
価
結
果
Ａ
 
：
 
上
位
目
的
で
あ
る
施
策
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
継
続
す
る

●
 判
断
の
基
準
　
①
必
要
性
（
必
要
な
事
務
事
業
で
あ
る
か
）

Ｂ
 
：
 
事
務
事
業
の
実
施
手
法
や
環
境
（
予
算
的
・
人
的
）
に
改
善
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
 
②
公
共
性
（
公
が
実
施
す
る
意
味
が
あ
る
か
）

　
Ｃ
 
：
 
縮
小
等
、
事
務
事
業
と
し
て
の
見
直
し
が
必
要

 
　
　
　
　
　
　
　
③
妥
当
性
（
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
投
入
が
適
正
か
）

Ｄ
 
：
 
事
務
事
業
の
廃
止
が
相
当

　
　
　
　
　
　
　
 
④
効
率
性
（
結
果
に
至
る
活
動
に
無
駄
は
な
い
か
）

 
　
　
　
　
　
　
　
⑤
有
効
性
（
活
動
の
結
果
が
上
位
の
目
的
に
貢
献
し
て
い
る
か
）

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
⑥
市
民
満
足
度
（
事
務
事
業
が
対
象
に
し
て
い
る
市
民
を
満
足
さ
せ
て
い
る
か
）

　
　
　
　
　
 

平
成
1
8
年
度

　
平
成
1
9
年
度

平
成
2
0
年
度

平
成
2
1
年
度

平
成
2
2
年
度

平
成
2
3
年
度

平
成
2
4
年
度

平
成
2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

４
■
事
務
事
業
の
総
合
評
価
結
果

平
成
1
8
年
度

平
成
1
9
年
度

平
成
2
0
年
度

平
成
2
1
年
度

平
成
2
2
年
度

平
成
2
3
年
度

平
成
2
4
年
度

平
成
2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

　
平
成
２
７
年
度

　
平
成
２
３
年
度

　
平
成
２
４
年
度

　
平
成
２
６
年
度

　
平
成
２
７
年
度

　
平
成
２
５
年
度

　
平
成
２
５
年
度

　
平
成
２
６
年
度

３
－
２
評
価
の
内
容

今
後
の
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
課
題
認
識

次
年
度
に
向
け
て
改
善
す
る
取
組
み

事
務
事
業
の
担
当
課
と
し
て
の
単
年
度
の
取
り
組
み
の
自
己
評
価

　
平
成
２
１
年
度

　
平
成
２
２
年
度

３
－
1　
評
価
結
果

(ア
ウ
ト
カ
ム
自
己
分

析
）

　
平
成
１
８
年
度

　
平
成
１
９
年
度

　
平
成
２
０
年
度

　
平
成
２
３
年
度

　
平
成
２
４
年
度

　
平
成
２
１
年
度

　
平
成
２
２
年
度

２
－
４
成
果
指
標
に

対
応
す
る
実
績
と
達

成
度
の
推
移

　
平
成
１
８
年
度

　
平
成
１
９
年
度

　
平
成
２
０
年
度

４
－
１
総
合
評
価
の

結
果

指
標
対
応
実

績
（
単
位
)

審
査
会
に
よ
る
改
善
方
向
の
指
示

結
果

成
果
指
標
に
対
応
す
る

当
該
年
度
に
お
け
る
実

績
を
記
載
し
ま
す
。

上
段
の
実
績
の
後
期
目

標
値
に
対
す
る
達
成
度

を
記
載
し
ま
す
。

以
下
の
判
断
基
準
に
よ
る
自
己
評
価
を
４
段
階
で
記
載
し
ま
す
。

判
断
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
２
５
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
ま
す
。

事
務
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
が
今
度
ど

う
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
そ
の
た

め
に
ど
ん
な
課
題
が
予
見
さ
れ
る
か
等

を
記
載
し
ま
す
。

次
年
度
の
改
善
に
関
す
る
取
組
み
を
具
体
的
に

記
載
し
ま
す
。

単
年
度
の
事
務
事
業
を
実
施
た
上
で
の
総
括
的
な

判
断
を
記
載
し
ま
す
。
３
－
１
の
自
己
評
価
結
果
の

補
足
説
明
と
も
な
り
ま
す
。

審
査
会
に
よ
っ
て
記
載
さ

れ
ま
す
。

審
査
会
に
よ
っ
て
改
善
の
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
す
の
で
、

次
年
度
の
事
務
事
業
の
執
行
に
各
課
で
反
映
を
し
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
改
善
が
実
行
さ
れ
た
の
か
が
、
翌
年
度
の
評

価
票
作
成
時
に
問
わ
れ
ま
す
。

3838



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



施策・事務事業体系表
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「正しい仕組みを、正しく動かすために」 

第４次豊明市総合計画進行管理 行政評価制度 

施策評価 ＊ 事務事業評価運用マニュアル 

 


